
障害者支援施設 健祥苑

Ⅰ．福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ－１　理念・基本方針

判断の理由・取り組み状況
Ⅰ－１－（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。

[Ⅰ]  Ⅰ－１－（１）－①
　理念、基本方針が明文化され周知が
図られている。

a ⓑ c

施設では、法人が掲げる会是・理念をもとに、施設独
自の理念である“自立支援・社会参加”を掲げてい
る。理念にもとづく基本方針を策定し、施設の目指す
方向性や考え方を示している。法人・施設の理念を、
玄関や各フロア等に掲示するとともに、毎日の朝礼で
唱和するなどして、職員間での周知を図っている。ま
た、入所時の段階で、利用者や家族等にも理念につい
て説明し、周知に努めている。今後は、理念・基本方
針を施設内の文書やパンフレット、広報誌、ホーム
ページ等に明示したり、利用者にとってわかりやすく
説明した資料を作成したりするなど、利用者や家族、
地域等に向けた周知方法の工夫が望まれる。また、定
期的に、理念・基本方針等について、必要に応じて見
直しを行うなど、将来的な有効性等を含めて確認する
機会を設けることに期待したい。

Ⅰ－２　経営状況の把握

判断の理由・取り組み状況

Ⅰ－2－（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。
[２]  Ⅰ-２-(1)-①　事業経営をとり
まく環境と経営状況が的確に把握・分
析されている。

ⓐ b c

施設では、法人本部や行政等の会議に参加し、社会福
祉事業全体の動向や各種福祉計画の策定動向などにつ
いて把握している。毎月、法人本部から、施設の会計
の分析結果を受け取り、福祉サービスのニーズ把握や
コスト分析などを行っている。また、関係機関から送
付される文書やインターネット等を活用し、情報収集
を行うとともに、経営環境や課題の分析に努めてい
る。

[３]  Ⅰ-２-(1)-②　経営課題を明確
にし、具体的な取組を進めている。

a ⓑ c

施設では、法人の会議のなかで、経営状況やサービス
の内容、組織体制、職員体制、人材育成、財務状況等
の現状分析を行い、具体的な課題を明確化し、役職員
間での共有化を図っている。表出した課題等につい
て、職員会議や朝礼等の機会に報告し、職員間での周
知を図っている。今後は、課題の解決・改善に向け
て、職員間で協議・検討する場を設けるなど、組織的
な取り組みや周知方法の工夫などに期待したい。

Ⅰ－３　事業計画の策定

Ⅰ－３－（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。
[４] Ⅰ－３－（１）－①
　中・長期的なビジョンを明確にした
計画が策定されている。

a ⓑ c

施設では、施設理念や基本方針等の実現に向けた、３
か年の中・長期計画を策定している。ステージごとの
重点戦略や施設総合方針に基づき、３か年の“ビジョ
ン・目標”を掲げるとともに、達成に向けた“重点取
り組みテーマ”及び“単年度目標と結果”を示すこと
で、施設の指針を明確化している。毎年、各部署の代
表者が集まる“事業計画策定委員会”のなかで、昨年
度の事業計画の見直しを行いつつ、中・長期計画に反
映している。今後は、計画に掲げた“重点取り組み
テーマ”の達成に向けた、具体的な数値目標や成果目
標、収支計画などを示すことで、さらに透明性の高い
中・長期計画となることに期待したい。
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[５]  Ⅰ－3－（１）－②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計
画が策定されている。

a ⓑ c

施設では、中・長期計画の内容を反映した、単年度の
事業計画を策定している。計画は、中・長期計画で示
した“重点取り組みテーマ”に基づく“重点目標”を
掲げるとともに、年間の稼働率や平均入所者数を数値
化した“経営ガイドライン”を示している。また、毎
月の予定を、６つの項目（ステージ事業・行事、施設
事業・行事、地域活動、研修会、委員会活動、固定資
産購入・大規模修繕）ごとに記載するなど、具体的な
計画となっている。今後は、利用者の支援にかかわる
具体的な内容（日常生活動作、余暇活動、創作活動、
社会参加、機能訓練、健康・保健など）について、事
業計画に記載することが望まれる。また、事業計画の
作成にあたり、提供するサービスの趣旨・内容、意思
決定支援・権利擁護、地域とのかかわりなどに関する
姿勢を明確化することに期待したい。

Ⅰ－３－（２）　事業計画が適切に策定されている。
[６]  Ⅰ－３－（２）－①
　事業計画の策定と実施状況の把握や
評価・見直しが組織的に行われ、職員
が理解している。

ⓐ b c

施設では、事業計画の策定にあたり、各部署ごとに職
員の意見を集約している。年２回、策定委員会を開催
し、集約した意見等を踏まえつつ、計画の策定・見直
しを行っている。計画は、職員会議等で説明するとと
もに、各フロアに設置することで、職員間での周知を
図っている。

[７]  Ⅰ－３－（２）－②
　事業計画は、利用者等に周知され、
理解を促している。

a ⓑ c

施設では、玄関ロビーに行事計画を掲示するととも
に、事業計画のファイルを設置し、利用者や家族等が
自由に閲覧できるようにしている。毎月、各フロアの
掲示板に行事予定を掲示したり、個別に予定を伝えた
りするなど、利用者一人ひとりにあわせた説明を行っ
ている。今後は、事業計画の主な内容について、わか
りやすく説明した資料を作成するなど、より理解しや
すいような取り組みが望まれる。また、利用者全体に
説明する機会を設けたり、家族等へ文書を送付したり
するなど、周知方法の工夫に期待したい。

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

判断の理由・取り組み状況

Ⅰ－４－（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。
[８]  Ⅰ-４-(1)-①　福祉サービスの
質の向上に向けた取組が組織的に行わ
れ、機能している。

ⓐ b c

年１回、施設では、福祉サービスの質の向上に向けた
自己評価を実施している。自己評価改善検討委員会を
設置し、評価を行うことで、課題や改善点等を把握し
ている。把握した課題について、職員会議や議事録の
回覧等で周知を図りつつ、各委員会で課題解決に向け
て協議・検討し、運営面に反映するなど、ＰＤＣＡサ
イクルに基づく取り組みを実施している。また、３年
に１回、法人主体のニーズ調査を受けている。調査結
果にもとづいて、サービスの質の向上や業務改善等に
つなげるなど、組織的に取り組む体制を整備してい
る。

[９]  Ⅰ-４-(1)-②　評価結果に基づ
き組織として取り組むべき課題を明確
にし、計画的な改善策を実施してい
る。 a ⓑ c

施設では、法人のニーズ調査や自己評価結果につい
て、自己評価改善検討委員会のなかで協議・検討して
いる。表出した課題について、職員会議等の機会に周
知を図っている。今後は、表出した課題等について文
書化し、中・長期計画や事業計画等に反映するなど、
さらなる職員間での共有化に向けた取り組みに期待し
たい。

評価結果
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Ⅱ．組織の運営管理

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ

判断の理由・取り組み状況

Ⅱ－１－（１）　管理者の責任が明確にされている。
[１０]  Ⅱ-１-(1)-①　管理者は、自
らの役割と責任を職員に対して表明し
理解を図っている。

ⓐ b c

施設長は、職務分掌表を作成し、自らの役割と責任に
ついて文書化している。有事における役割と責任、不
在時の権限委任等についても明確化している。年始の
挨拶や年度当初の訓話などの機会に、施設運営に関す
る方針などを表明し、周知を図っている。また、ホー
ムページのブログを活用し、管理者としての所信表明
を行うなど、利用者や家族、地域等に向けた広報・周
知も行っている。

[１１]  Ⅱ-１-(1)-②　遵守すべき法
令等を正しく理解するための取組を
行っている。

ⓐ b c

施設長は、職務分掌表のなかで、法令遵守並びに職員
への周知に努めることを表明している。法人内外で実
施される、関係法令に関する研修会等に参加し、遵守
すべき法令等の把握に努めている。把握した情報等
は、回覧により、職員間での周知・理解を図ってい
る。ハラスメントの防止や虐待防止などに関する文書
を、各フロアに掲示するとともに、職員一人ひとりに
配布するなど、積極的に注意喚起を行っている。

Ⅱ－１－（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。
[１２]  Ⅱ-１-(2)-①　福祉サービス
の質の向上に意欲を持ち、その取組に
指導力を発揮している。

a ⓑ c

施設長は、各委員会等からの報告を受けて、福祉サー
ビスの現状を把握し、課題の分析に努めている。毎
年、職員に向けて、介護サービスに関する基本的な問
題を出題する（ソフトデザイン）等の取り組みを実施
し、職員一人ひとりの介護力の確認及び改善に取り組
むなど、サービスの質の向上に努めている。今後は、
サービスの質の向上に向けた委員会を組織したり、利
用者や家族、職員等を対象としたアンケートを実施す
るなど、さらなる意見の収集・反映に向けた取り組み
に期待したい。

[１３]  Ⅱ-１-(2)-②　経営の改善や
業務の実効性を高める取組に指導力を
発揮している。

a ⓑ c

施設長は、職務分掌表のなかで、経営の改善や業務の
実効性を高める取り組みに関する役割を明確化してい
る。毎月、法人本部から送付される施設収支状況表や
会計書類等をもとに、施設の人事・労務・財務等の状
況について、総合的に把握・分析している。把握・分
析した結果について、各部署の代表者等に共有化を
図っている。また、ＩＣＴ機器の活用により、業務の
効率化を図るなど、職員の働きやすい環境づくりに取
り組んでいる。今後は、職員間での効果的な事業運営
と方向性の共有化を図り、組織内に同様の意識を形成
するために、必要な情報が適時・適正に浸透できるよ
うな伝達方法・周知方法の工夫が望まれる。

評価結果
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Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成

判断の理由・取り組み状況

Ⅱ－２－（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。
[１４]  Ⅱ-２-(1)-①　必要な福祉人
材の確保・定着等に関する具体的な計
画が確立し、取組が実施されている。

ⓐ b c

施設では、中・長期計画の重点取り組みテーマとし
て、“人財育成と組織力の向上”を掲げ、人材育成の
基本的な考え方や方針などを示している。職員の有資
格状況を把握するとともに、専門性を高めるための資
格取得を推奨している。また、キャリアアップ制度の
活用等を推進し、福祉人材の確保・定着に努めてい
る。さらに、外国人介護士（ＥＰＡ介護福祉士候補
者・技能実習生）を受け入れるとともに、メンター制
度を導入し、業務内容や日本での生活支援体制を整備
するなど、外国人介護士の定着に向けて工夫してい
る。

[１５]  Ⅱ-２-(1)-②　総合的な人事
管理が行われている。

a ⓑ c

施設では、法人が導入している人事考課制度に基づ
き、総合的な人事管理を行っている。法人の規程に則
り、昇任・昇格基準、給与基準、人材育成、福利厚
生、その他労働基準等を定めている。また、キャリア
パス制度を整備するなど、職員一人ひとりが自ら将来
の姿を描くことができる仕組みづくりに取り組んでい
る。今後は、理念・基本方針に基づく“期待する職員
像”などを定めることで、施設や職員の全体目標が明
確化することに期待したい。

Ⅱ－２－（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。
[１６]  Ⅱ-２-(2)-①　職員の就業状
況や意向を把握し、働きやすい職場づ
くりに取り組んでいる。

a ⓑ c

施設では、職務分掌表のなかで、労務管理に関する責
任者を明確化している。衛生委員会を組織し、定期的
な健康診断や腰痛検査、ストレスチェック等を実施
し、職員の心身の健康と安全の確保に努めている。職
員一人ひとりの勤務状況や有給休暇の取得状況を確認
しつつ、体調や家庭状況等に配慮して勤務を調整する
など、ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境
づくりに取り組んでいる。また、職員の腰痛防止等を
目的として、介護ロボットの導入によるノーリフティ
ングケアに取り組んでいる。今後は、職員が希望する
福利厚生の把握や職員が相談できる窓口を設置するな
ど、組織として支援することができる仕組みを整備
し、機能することに期待したい。

Ⅱ－２－（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。
[１７]  Ⅱ-２-(3)-①　職員一人ひと
りの育成に向けた取組を行っている。

a ⓑ c

施設では、キャリアプランシートや目標管理シート等
を活用し、職員一人ひとりの育成に向けた目標管理の
仕組みを整備している。年３回、個別面談を通じて、
職員が設定した目標の達成状況や進捗状況を確認し、
評価及び振り返りを行うことで、仕事への意欲向上に
繋げている。今後は、理念・基本方針等を反映した
“期待する職員像”を明確化することで、施設や職員
が目指すべき方向性を示すことに期待したい。

評価結果
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[１８]  Ⅱ-２-(3)-②　職員の教育・
研修に関する基本方針や計画が策定さ
れ、教育・研修が実施されている。

a ⓑ c

施設では、事業計画の重点目標のひとつとして、“人
財育成と組織力の向上”を掲げ、職員一人ひとりの専
門性を高め、サービスの質の向上を図るよう取り組む
ことを示している。計画の中に、法人の研修やステー
ジ内研修、施設内研修等の予定を定め、教育・研修を
実施している。また、法人において、福祉・介護人材
キャリアパス研修等を実施し、職員の資質向上に努め
ている。今後は、研修を実施する上での基本方針や目
的を明確化するとともに、職種別・階層別・テーマ別
など、職員のステップアップに向けて受講すべき研修
等を示した研修計画を策定することが望まれる。

[１９]  Ⅱ-２-(3)-③　職員一人ひと
りの教育・研修の機会が確保されてい
る。

ⓐ b c

施設では、個別面談等を通じて、職員一人ひとりの知
識や技術水準、専門資格の取得状況等を把握してい
る。把握した情報に基づき、平等に研修の機会を得る
ことができるよう、勤務管理を行っている。新任職員
には、日勤・夜勤ともに、個別的なＯＪＴを実施して
いる。外国人介護職員には、母国が同じ職員が業務伝
達や生活面での支援を行うなど、適切な人材育成に取
り組んでいる。また、施設内外の研修について、回覧
等で周知するとともに、職員の希望に応じて、受講費
用を助成するなど、外部研修等への参加を推奨してい
る。

Ⅱ－２－（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。
[２０]  Ⅱ-２-(4)-①　実習生等の福
祉サービスに関わる専門職の教育・育
成について体制を整備し、積極的な取
組をしている。

a ⓑ c

施設では、職務分掌表のなかで、指導担当者を定めつ
つ、専門職種の特性に配慮したプログラムによる実習
を実施している。受入れ時には、事前に学校等と連携
し、学習指導要領にもとづいた実習計画を作成してい
る。また、実習生の来訪時には、オリエンテーション
を実施するとともに、利用者や職員等への周知を図っ
ている。今後は、実習生の受入れに伴う取り組み（オ
リエンテーションの実施方法、職員・利用者・家族等
への事前説明方法、個人情報保護、感染症の予防等）
について記載した、マニュアルの整備に期待したい。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保

判断の理由・取り組み状況

Ⅱ－３－（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。
[２１]  Ⅱ-３-(1)-①　運営の透明性
を確保するための情報公開が行われて
いる。

a ⓑ c

施設では、ホームページや広報紙等を活用し、法人の
理念や会是、日中活動の内容、施設概要などについて
公開している。収支決算書等についても情報公開して
いる。事業計画や事業報告書等は、施設玄関に設置
し、閲覧することができるようにしている。また、パ
ンフレットを行政や地域、各関係機関等に配布し、周
知を図っている。今後は、法人理念とあわせて、施設
の理念や基本方針、ビジョン等を明示し、利用者や家
族、地域等に積極的に発信するなど、さらなる透明性
の確保に向けた取り組みに期待したい。

[２２]  Ⅱ-３-(1)-②　公正かつ透明
性の高い適正な経営・運営のための取
組が行われている。

ⓐ b c

施設では、法人が定めている各規程及びマニュアル等
に基づいて、公正かつ透明性の高い経営・運営に取り
組んでいる。職務分掌表を作成し、経理等に関する責
任者と権限を明確化している。年１回、法人監査室に
よる内部監査を受けて、経営・運営に関する確認や指
導、助言等を得ている。また、定期的に、会計監査人
による会計監査を受け、結果をもとに経営改善に取り
組んでいる。

評価結果
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Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献

判断の理由・取り組み状況

Ⅱ－４－（１）　地域との関係が適切に確保されている。
[２３]  Ⅱ-４-(1)-①　利用者と地域
との交流を広げるための取組を行って
いる。

a ⓑ c

施設では、理念に“自立支援 社会参加”を掲げ、地域
との関わり方について、基本的な考え方を明示してい
る。年間事業計画の項目のひとつとして“地域活動”
を定め、職員による地域の清掃活動や近隣小学校との
行事計画などについて記載している。利用者の希望に
応じて、地域の俳句の会へ参加したり、展覧会に作品
を出展したりして、利用者と地域が交流する機会を設
けている。また、新型コロナウイルス感染症の流行下
においても、安全面に配慮しつつ、近隣店舗へ買い物
に出かけるなど、地域との関係性の継続に努めてい
る。今後は、地域で活用できる社会資源や地域の情報
を収集し、利用者に提供する取り組みが望まれる。

[２４]  Ⅱ-４-(1)-②　ボランティア
等の受入れに対する基本姿勢を明確に
し体制を確立している。

ⓐ b c

施設では、ボランティア受入要領を整備し、ボラン
ティア受入れに関する基本姿勢を明文化している。地
域の理美容や阿波踊り、手芸のボランティアなどを積
極的に受け入れ、利用者が地域と交流する機会を設け
ている。職務分掌表のなかで、ボランティア受付窓口
の担当者を決めるとともに、登録方法や事前説明手順
等を定めている。また、ボランティアを受け入れる際
には、利用者と職員に周知・説明している。

Ⅱ－４－（２）　関係機関との連携が確保されている。
[２５]  Ⅱ-４-(2)-①　福祉施設・事
業所として必要な社会資源を明確に
し、関係機関等との連携が適切に行わ
れている。

a ⓑ c

施設では、行政機関や医療機関、地域の関係機関等と
連携を図り、利用者一人ひとりの状況に応じた支援に
取り組んでいる。年１回、“徳島県身体障害者施設協
議会”に所属する他の施設等との連絡会に参加すると
ともに、災害時の連絡・協力体制を整備したり、研修
会のなかで交流・情報交換を行ったりするなど、施設
間でのネットワーク構築に努めている。また、地域住
民に対し、認知症サポーター養成講座を開催するな
ど、地域のネットワークづくりを支援している。今後
は、地域の関係機関や団体、社会資源等のリスト化を
行い、職員間で共有化を図るための体制整備が望まれ
る。また、情報を整理することで、利用者・家族等が
確認しやすい資料を作成するなどの工夫に期待した
い。

Ⅱ－４－（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。
[２６]　Ⅱ-４-(3)-①　地域の福祉
ニーズ等を把握するための取組が行わ
れている。

ⓐ b c

施設では、秋祭り等の行事や地域清掃へ参加するな
ど、地域住民との交流を図る際に、福祉ニーズ・生活
課題等の把握に努めている。電話やメールなどを活用
したニーズ把握も行っている。また、定期的に、法人
が運営する他サービス事業所等と連携し、地域の
ショッピングモール等で介護フェアを開催した際、福
祉相談の窓口を設置するなど、主体的に相談を受け入
れる機会を設けている。

[２７]  Ⅱ-４-(3)-②　地域の福祉
ニーズ等に基づく公益的な事業・活動
が行われている。

a ⓑ c

施設では、法人ステージ内の他施設と連携を図り、地
域のショッピングモール等で介護フェアや福祉相談会
を開催するなど、施設が有する専門的な知識を地域に
還元する取り組みを実施している。定期的に、近隣の
海岸や道路、側溝等の清掃も行い、社会福祉事業にと
どまらない地域貢献にも努めている。また、災害時に
おける福祉避難所の指定を受けて、地域の配慮が必要
な住民等を受け入れる体制を整備している。今後は、
把握した地域の福祉ニーズ等に基づいて、施設内で協
議・検討し、公益的な事業・活動に繋げる取り組みに
期待したい。

評価結果
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Ⅲ．適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス

判断の理由・取り組み状況

Ⅲ－１－（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。
[２８]  Ⅲ－１－（１）－①
　利用者を尊重したサービス提供につ
いて共通の理解をもつための取組を
行っている。

a ⓑ c

施設では、法人が掲げる理念や行動指針等を大切に捉
え、利用者を尊重した支援に取り組んでいる。倫理規
程を策定するとともに、虐待防止委員会や身体拘束検
討委員会等を組織し、権利侵害にあたる行為などにつ
いて協議・検討している。年２回、身体拘束防止・虐
待防止等に関する研修会を開催するなど、職員が共通
の理解を持つための取り組みを実施している。また、
年１回、チェックリストを活用し、日ごろの福祉サー
ビスを振り返りつつ、基本的人権を尊重した支援に努
めている。今後は、定期的に、利用者や家族等に向け
た満足度調査やニーズ調査を行うなど、利用者の意向
等を把握し、個別の意思決定を尊重するような取り組
みに期待したい。

[２９]  Ⅲ-１-(1)-②　利用者のプラ
イバシー保護に配慮した福祉サービス
提供が行われている。

a ⓑ c

施設では、プライバシー保護マニュアルや障害者虐待
防止・対応マニュアル等を整備し、利用者を尊重した
支援に取り組んでいる。定期的に、プライバシー等に
関する研修会を開催し、職員間での周知・理解を図っ
ている。２人部屋の居室は、カーテンで仕切るなど、
利用者が個別に休むことができる環境づくりに努めて
いる。一人ひとりにセーフティーボックスを渡し、貴
重品等を管理できるようにしている。また、面談室や
個室のトイレ等も整備し、プライバシーを守ることが
できるよう工夫している。今後は、利用者や家族等が
理解しやすいよう、プライバシー保護に関する基本的
な考え方や姿勢等について、わかりやすく記載した説
明資料を作成するなどの取り組みが望まれる。

Ⅲ－１－（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。
[３０]  Ⅲ-１-(2)-①　利用希望者に
対して福祉サービス選択に必要な情報
を積極的に提供していいる。

a ⓑ c

施設では、法人内の複数の事業所の取り組みについて
まとめたパンフレットを作成している。パンフレット
は、公共施設など、利用希望者の目にとまりやすいと
ころに設置している。利用希望者に対しては、パンフ
レットを用いて、施設内での生活や行事・イベント等
の取り組みについて、丁寧に説明している。また、施
設の事業内容等をホームページに記載し、福祉サービ
スの選択に資する情報提供を行っている。今後は、利
用希望者の障がい特性等にあわせた、わかりやすい資
料を作成するなど、施設での生活をより鮮明に想像で
きるような工夫に期待したい。

[３１]  Ⅲ-１-(2)-②　福祉サービス
の開始・変更にあたり利用者等にわか
りやすく説明している。

a ⓑ c

施設では、福祉サービスの開始にあたり、利用者の入
所意思を確認するなど、自己決定を尊重した取り組み
を実施している。入所時には、パンフレットや広報
誌、重要事項説明書などを用いて説明している。一日
の流れや生活の様子等は、口頭で伝えている。サービ
スの変更時には、利用者にとって著しい変更や不利益
が生じることのないよう、具体的に説明している。今
後は、入所から退所までの説明手順を定め、職員間で
共有化を図ることが望まれる。また、日常生活やその
他留意事項等について、利用者の特性に応じたわかり
やすい資料を作成することに期待したい。

[３２]  Ⅲ-１-(2)-③　福祉施設・事
業所の変更や家庭への移行等にあたり
福祉サービスの継続性に配慮した対応
を行っている。

a ⓑ c

施設では、利用者が他の施設や医療機関等への移行に
あたり、利用者や家族等の承諾を得て、支援状況等を
提供している。移行先の事業所の担当者や相談支援事
業所等と連携を図り、利用者に不利益が生じることの
ないよう、サービスの継続性に配慮した支援に取り組
んでいる。今後は、支援終了後の相談窓口と担当者を
定めるとともに、利用者や家族等に周知するための文
書を作成するなど、支援の継続性の確保に向けた体制
の整備が望まれる。

評価結果

徳島県　障害者支援施設 健祥苑　R4 7 社会福祉法人　徳島県社会福祉協議会



Ⅲ－１－（３）　利用者満足の向上に努めている。
[３３]  Ⅲ-１-(3)-①　利用者満足の
向上を目的とする仕組みを整備し、取
組を行っている。

a ⓑ c

３年に１回、法人では、各施設利用者を対象とした
ニーズ調査を実施している。調査結果は、職員間で共
有化を図るとともに、玄関の掲示板等に掲示してい
る。施設では、日ごろの支援のなかで、利用者一人ひ
とりの希望や要望等の把握に努めている。今後は、定
期的に、施設独自の満足度調査を実施し、把握した結
果を分析・検討するための体制整備が望まれる。ま
た、表出した課題や改善結果等について、利用者間や
家族等にも共有する機会を設けるなど、双方向的に満
足度を確認することができる仕組みづくりに期待した
い。

Ⅲ－１－（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。
[３４]  Ⅲ-１-(4)-①　苦情解決の仕
組みが確立しており、周知・機能して
いる。

a ⓑ c

施設では、苦情解決実施要綱を策定し、苦情解決体制
（苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員）を
整備している。玄関の掲示板や重要事項説明書等に、
苦情解決体制を記載し、利用者や家族に向けて周知を
図っている。苦情が発生した際には、苦情解決委員会
を開催し、対応について協議・検討している。苦情の
内容や件数等については、個人情報に配慮しつつ、公
表できる体制を整備している。今後は、苦情解決の仕
組みについて、わかりやすく説明した書類を作成し、
確認しやすい場所に掲示するなど、利用者や家族等に
向けた周知の工夫が望まれる。

[３５]  Ⅲ-１-(4)-②　利用者が相談
や意見を述べやすい環境を整備し、利
用者等に周知している。

a ⓑ c

施設では、各フロアに苦情受付箱を設置し、利用者か
ら相談や意見等を述べやすい環境整備に努めている。
入所時の段階で、重要事項説明書等を活用し、相談・
意見・苦情等を受け付ける体制や第三者委員・運営適
正化委員会等について、利用者や家族等に説明してい
る。今後は、定期的に相談できる日や場所を設けるな
ど、利用者や家族等が個別に相談できる機会を設ける
ことが望まれる。また、第三者委員やボランティア等
の協力を得て、外部の関係者に直接相談できる仕組み
づくりに期待したい。

[３６]  Ⅲ-１-(4)-③　利用者からの
相談や意見に対して、組織的かつ迅速
に対応している。

a ⓑ c

施設では、相談や意見等を受け付けた際は、苦情解決
実施要綱に準じた手順により、対応している。記録し
た内容について、職員間で共有化を図り、課題解決に
向けて協議・検討している。職員は、日ごろの支援の
なかで、利用者との会話や表情の確認などから、意向
を確認するよう努めている。今後は、利用者が意見を
述べたり、相談したりすることができる機会を意図的
に設けるなど、積極的な意見・要望等の把握に向けた
環境整備や仕組みづくりが望まれる。
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Ⅲ－１－（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。
[３７]  Ⅲ-１-(5)-①　安心・安全な
福祉サービスの提供を目的とするリス
クマネジメント体制が構築されてい
る。

ⓐ b c

施設では、組織体制図のなかで、リスクマネジメント
に関する責任者を明確化している。定期的に、法人が
開催するリスクマネジメント委員会に出席し、把握し
た内容について、職員間で共有化を図っている。施設
内には、事故防止検討委員会を組織している。ヒヤリ
ハットや事故の発生時には、発生要因を分析し、改善
策と再発防止に向けて協議・検討している。結果につ
いては、職員間で共有化を図り、安心・安全な福祉
サービスの提供に向けて取り組んでいる。

[３８]  Ⅲ-１-(5)-②　感染症の予防
や発生時における利用者の安全確保の
ための体制を整備し、取組を行ってい
る。

ⓐ b c

施設では、職務分掌表のなかで、感染症対策に関する
責任者を明確化している。感染症及び食中毒予防及び
蔓延の防止のための指針や感染予防対策マニュアル、
感染症ガイドラインなどを整備し、職員間で周知・徹
底を図っている。また、中・長期計画の重点取り組み
テーマとして、“新型コロナウイルス感染症予防への
対応力と新しい生活様式の実践”を掲げ、継続的な
サービス提供に向けた取り組みの指針を示している。
施設では、感染症防止委員会を設置し、感染症の予防
に向けた取り組みや発生時における利用者の安全確保
などについて協議・検討している。また、定期的に感
染症等に関する研修会を開催し、感染症の予防等につ
いて、職員間での意識の共有化を図っている。利用者
の安全確保に向けた体制を整備し、適切な取組みを実
施している。

[３９]  Ⅲ-１-(5)-③　災害時におけ
る利用者の安全確保のための取組を組
織的に行っている。

ⓐ b c

施設では、防災訓練マニュアルや防火訓練手順、災害
ごと（大規模地震、豪雨・台風等）のマニュアルなど
を策定している。災害時における事業の継続性の確保
に向けて、事業継続計画も作成している。ＳＮＳ等を
活用した利用者や職員等の安否確認方法を定めるとと
もに、職員間で共有化を図り、災害時の対応体制を整
備している。年間の行事計画のなかで、火災・地震・
津波等を想定した避難訓練を計画し、消防署等の協力
を得て取り組んでいる。また、備蓄用の食品や備品等
を揃えつつ、管理責任者を定め、適切に管理してい
る。さらに、市から福祉避難所の指定を受けて、地域
住民を受け入れる体制を整備するなど、災害時におけ
る地域の福祉拠点として機能できるよう取り組んでい
る。
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Ⅲ－２　サービスの質の確保

判断の理由・取り組み状況

Ⅲ－２－（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。
[４０]  Ⅲ-２-(1)-①　提供する福祉
サービスについて標準的な実施方法が
文書化され福祉サービスが提供されて
いる。

a ⓑ c

施設では、日ごろの支援における一連の業務手順につ
いて記載した“業務マニュアル”を作成している。入
浴や排泄、服薬等については、個別にマニュアルを策
定している。各マニュアルは、フロアごとに設置し、
随時、確認できるようにしている。今後は、業務マ
ニュアルの中に、利用者の尊重やプライバシーの保
護、権利擁護等に関する基本姿勢や考え方について記
載し、職員間で共有化を図ることが望まれる。

[４１]  Ⅲ-２-(1)-②　標準的な実施
方法について見直しをする仕組みが確
立している。

a ⓑ c

施設では、随時、標準的な実施方法について見直しを
行っている。標準的な実施方法については、福祉サー
ビスの内容の変化や新たな知識・技術等の導入を踏ま
え、定期的な検証・見直しを行うことが望まれる。ま
た、サービスの質の向上に向けて、協議・検討する機
会（委員会・会議等の組織化）を設けるなど、組織的
な取り組みに期待したい。

Ⅲ－２－（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。
[４２]  Ⅲ-２-(2)-①　アセスメント
に基づく個別支援計画を適切に策定し
ている。

ⓐ b c

施設では、職務分掌表のなかで、個別支援計画策定の
責任者を定めている。“個別サービス計画書確認マ
ニュアル”を策定するとともに、計画作成に必要な各
書類（アセスメントシート、モニタリングシート、個
別支援計画書）などを作成している。計画作成時に
は、利用者や家族等の意見・意向等を踏まえつつ、関
係機関と連携を図り、本人本位の計画となるよう取り
組んでいる。また、利用者一人ひとりの特性に応じ
て、看護師や管理栄養士、理学療法士等の専門職と相
談し、意見を反映している。支援の開始に際しては、
利用者や家族等に個別支援計画の内容を説明し、同意
を得ている。

[４３]  Ⅲ-２-(2)-②　定期的に個別
支援計画の評価・見直しを行ってい
る。

a ⓑ c

施設では、６か月に１回以上、個別支援計画の評価・
見直しを行っている。随時、利用者の心身状況の変化
に応じた見直しも行っている。個別支援計画の見直し
に関するマニュアルを整備し、見直しを行う時期や利
用者への説明手順等について定めている。また、評
価・見直しの内容は、職員間で共有化を図っている。
今後は、個別支援計画の評価・見直しの際に、標準的
な実施方法に反映すべき事項等を確認・整理し、検
証・改善に向けて取り組むことが望まれる。

Ⅲ－２－（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。
[４４]  Ⅲ-２-(3)-①　利用者に関す
る福祉サービス実施状況の記録が適切
に行われ、職員間で共有化されてい
る。

a ⓑ c

施設では、介護ソフトを導入し、利用者の心身状況に
関する記録を管理している。毎月、日ごとの利用者一
人ひとりの記録状況等を確認している。施設内のネッ
トワークシステムを活用し、情報共有を図ることがで
きる仕組みを構築している。職員ごとに、記録の書き
方に差異が生じることのないよう、各部署ごとに担当
職員が確認している。今後は、日ごろの利用者の様子
や支援内容・状況等について、個別支援計画に反映す
ることができるよう、記録の書き方に関するマニュア
ルの整備に期待したい。

[４５]  Ⅲ-２-(3)-②　利用者に関す
る記録の管理体制が確立している。

ⓐ b c

施設では、職務分掌表のなかで、記録の管理に関する
責任者を明確化している。文書管理要領を策定し、個
人情報保護や情報開示に関する規程を定めている。Ｉ
ＣＴ機器を活用した文書管理は、職員ごとにＩＤ・パ
スワードを付与するなど、規程に基づいた適正な管理
に努めている。また、定期的に、個人情報等に関する
研修会を開催し、職員間での周知・徹底を図ってい
る。

評価結果
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障害者支援施設　健祥苑

Ａ－１　利用者の尊重と権利擁護

判断の理由・取り組み状況
Ａ－１－（１）　自己決定の尊重

[Ａ１] Ａ－１－（１）－①
　利用者の自己決定を尊重した個別支
援と取組を行っている。

a ⓑ c

施設では、理念に“自立支援 社会参加”を掲げ、利用者一人
ひとりの意向や心身状況等にあわせた生活支援に取り組んでい
る。職員は、日ごろの会話やアセスメントの内容等を通じて、
利用者の生活歴や意向などを把握している。把握した情報にも
とづいて、買い物支援や外出支援など、利用者の希望に応じた
支援を行っている。今後は、利用者の生活に関わるルールや行
事などについて、利用者同士が話しあう機会を設けることで、
利用者自身が意思の表出・自己決定ができる仕組みづくりが望
まれる。

Ａ－１－（１）　自己決定の尊重ー１ー（２）　権利擁護
[Ａ２］Ａー１ー（１）ー①
　利用者の権利擁護に関する取組が徹
底されている。

ⓐ c

施設では、虐待防止委員会を設置し、利用者の権利擁護に関す
る体制を整備している。障害者虐待防止・対応の指針や身体拘
束ゼロへの取り組みに関する指針、プライバシー保護マニュア
ルなどを策定し、権利侵害等に関する指針を示している。毎
年、身体拘束や虐待等に関する研修会を開催し、権利擁護に関
する職員意識の統一化を図っている。重要事項説明書のなか
に、“人権擁護について”や“身体拘束ゼロへの取り組みと虐
待予防について”などを記載するとともに、入所時の段階で、
利用者や家族等に説明し、同意を得ている。

Ａ－１　利用者の尊重と権利擁護２生活支援

判断の理由・取り組み状況

Ａ－１－（１）　自己決定の尊重ー２ー（１）　支援の基本
[Ａ３]Ａ－２－（１）－①
　利用者の自律・自立生活のための支
援を行っている。

ⓐ b c

施設では、理念に“自立支援 社会参加”を掲げ、利用者の自
律・自立に配慮した支援に取り組むことを明文化している。一
人ひとりの生活状況や障がい特性にあわせて、日常生活動作の
維持・向上を図っている。理学療法士等の助言を得つつ、車椅
子やベッド、ナースコールのボタンを改良するなど、生活の中
で利用者自身ができることを増やすための工夫を行っている。
また、一人ひとりの能力に応じて、金銭の自己管理を行うこと
ができるよう支援するなど、自律・自立に向けた取り組みを実
施している。

[Ａ４]Ａ－２－（１）－②
　利用者の心身の状況に応じたコミュ
ニケーション手段の確保と必要な支援
を行っている。

ⓐ b c

施設では、利用者一人ひとりの特性に配慮したコミュニケー
ションを図っている。絵カードやコミュニケーションボードを
活用し、情報を視覚化することで、利用者の思いや意向を把握
するよう努めている。意思の表出が困難な場合は、家族等から
生活歴を伺いつつ、表情や仕草などを確認し、本人本位の支援
となるよう協議・検討している。また、必要に応じて、手話通
訳者等の手配が可能な体制を整備している。職員は、利用者の
尊厳に配慮した声かけや言葉づかいを心がけている。利用者同
士がコミュニケーションを円滑に取ることができるよう、座席
の配置などを工夫している。

[Ａ５]Ａ－２－（１）－③
　利用者の意思を尊重する支援として
の相談等を適切に行っている。

a ⓑ c

施設では、利用者一人ひとりの意思を尊重した相談支援に取り
組んでいる。パートナー制を導入し、利用者が個別に相談する
ことができる環境を整備している。職員が個別に把握した相談
内容について、日ごろのミーティング等を通じて、職員間での
共有化を図るとともに、個別支援計画に反映することができる
よう記録している。毎日、職員は、担当の利用者と会話をする
なかで、生活上の悩みや思い、希望等を把握することができる
よう努めている。今後は、定期的に、個別の相談日を決めるな
ど、利用者一人ひとりが職員に相談できる機会を積極的に設け
ることに期待したい。

事業所名

評価結果

評価結果

福祉サービス第三者評価結果（障害者・児施設版）
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[Ａ６]Ａ－２－（１）－④
　個別支援計画に基づく日中活動と利
用支援等を行っている。

a ⓑ c

施設では、利用者一人ひとりの個別支援計画にそった支援に取
り組んでいる。利用者一人ひとりのやりたいことを大切に捉
え、ボッチャやフライングディスク等のスポーツ、創作活動、
外出、機能訓練、入浴などの生活支援プログラムを実施してい
る。事業計画のなかに、月ごとにステージと施設で開催する行
事について記載するなど、計画的に取り組んでいる。各行事等
への参加は、個別に情報提供と説明を行い、利用者自身の気持
ちを尊重している。また、地域の作品展に利用者の作品を出展
したり、スポーツ大会に参加したりするなど、施設内での活動
にとどまらない日中活動支援を行っている。今後は、さらなる
日中活動の多様化に向けて、利用者の参画を得て協議・検討す
る機会を設けることが望まれる。また、日中活動の支援目的や
方針、支援メニュー・内容等について記載した、個別の日課表
を作成するなど、生活の流れを明確化することに期待したい。

[Ａ７]Ａ－２－（１）－⑤
　利用者の障がいの状況に応じた適切
な支援を行っている。

ⓐ b c

施設では、利用者一人ひとりの障がいの状況や特性に応じた支
援に取り組んでいる。利用者の高齢化・重度化が進んでいるこ
とを踏まえ、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士
などの専門職から助言を得つつ、一人ひとりの心身状況に応じ
た適切な支援に努めている。定期的にカンファレンスを実施
し、職員間で情報の共有化を図るなど、提供するサービスの標
準化を図っている。また、利用者の身体状況にあわせて、車椅
子やベッド等を改良したり、移乗用の走行リフトを活用したり
して、安心・安全に生活を送ることができるよう取り組んでい
る。

Ａ－２－（２）　日常的な生活支援
[Ａ８]Ａ－２－（２）－①
　個別支援計画に基づく日常的な生活
支援を行っている。

ⓐ b c

施設では、日常的な生活支援の手順について記載した“業務マ
ニュアル”を作成し、生活支援の標準的な実施方法を定めてい
る。業務マニュアルと個別支援計画に基づき、利用者一人ひと
りの心身状況に応じた生活支援を行っている。食事は、管理栄
養士と調理員が連携を図り、栄養バランスの取れた食事を提供
している。栄養マネジメントを実施し、一人ひとりにあわせた
食事形態の変更や希望に応じた自助具の活用など、本人の意向
を踏まえた支援に取り組んでいる。また、定期的に嗜好調査を
行い、行事食や季節の食事を提供するなど、食事を楽しむこと
ができるよう工夫している。施設では、週３回、入浴支援を実
施している。一人ひとりの希望や心身状況に応じて、入浴時間
を変更したり、介護用入浴機器を活用したりするなど、快適に
入浴できるよう工夫している。排泄支援についても、利用者一
人ひとりの心身状況や特性、タイミングなどに配慮した支援に
取り組んでいる。また、移動・移乗支援については、走行リフ
トや車椅子等の福祉機器を活用するとともに、身体拘束や事故
に繋がることのないよう支援している。

Ａ－２－（３）　生活環境
[Ａ９]Ａ－２－（３）－①
　利用者の快適性と安心・安全に配慮
した生活環境が確保されている。

ⓐ b c

施設では、利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境を
整備している。各フロアに共用スペースを設け、利用者同士で
交流できるようにしている。季節にあわせて、壁面の飾りつけ
を変えるなど、四季を感じることができるよう工夫している。
居室には、家具や家電等を持ち込んでもらい、居心地よく過ご
すことができるようにしている。２人部屋は、カーテンで仕切
ることで、プライバシーに配慮している。定期的に、居室の設
備や備品等の点検を行うなど、安全面に配慮している。利用者
の希望に応じて活用できる静養室も整備している。また、食堂
や浴室、トイレ等は清潔を保ちつつ、空気清浄機を設置するな
ど、利用者が明るい雰囲気のなかで、安心・安全に過ごすこと
ができるよう空間づくりに取り組んでいる。

Ａ－２－（４）　機能訓練・生活訓練
[Ａ１０]Ａ－２－（４）－①　利用者
の心身の状況に応じた機能訓練・生活
訓練を行っている。

ⓐ b c

施設では、理学療法士と作業療法士を配置し、利用者一人ひと
りの心身状況に応じた機能訓練・生活訓練を実施している。個
別支援計画に基づいたリハビリメニューを作成し、週１回、機
能訓練を行っている。日中活動のなかに、体操などを取り入
れ、利用者の身体機能の維持・向上を図っている。また、作業
療法士により、日中活動のなかに創作活動を取り入れ、県内の
作品展に出展するなど、身体機能の維持・向上に努めつつ、利
用者の生きがいに繋げる取り組みを実施している。さらに、毎
月、理学療法士と作業療法士により、利用者の身体機能の維
持・向上に向けた研修会を開催し、サービスの質の向上に努め
ている。
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Ａ－２－（５）　健康管理・医療的な支援
[Ａ１１]Ａ－２－（５）－①
　利用者の健康状態の把握と体調変化
時の迅速な対応等を適切に行ってい
る。

a ⓑ c

施設では、毎日、検温や血圧測定等を行い、利用者の健康状態
を把握している。介護記録ソフトを活用し、把握した情報を記
録することで、職員間での共有化を図っている。緊急時の対応
手順をマニュアル化するとともに、夜間や緊急時には嘱託医や
医療機関等と連携を図ることができるよう、体制を整備してい
る。今後は、定期的に、医師や看護師等による健康相談や健康
面での説明機会を設けるなど、利用者自身の健康に対する意識
の向上に向けた取り組みが望まれる。

[Ａ１２]Ａ－２－（５）－②
　医療的な支援が適切な手順と安全管
理体制のもとに提供されている。

ⓐ b c

施設では、複数の看護師を配置するとともに、職務分掌表のな
かで、健康管理や保健衛生等の担当者を明示している。配薬・
服薬介助マニュアルや感染予防対策マニュアルなどを整備し、
医療的支援に取り組んでいる。入所時の段階で、診療情報提供
をもとに、利用者の病歴や障がい特性、服薬情報等を確認して
いる。新型コロナウイルス感染症の流行下においては、消毒・
換気等の徹底を心がけ、感染症対策に努めている。また、外部
の看護師を講師として招き、健康や衛生面での研修を実施する
など、利用者が安心・安全に生活することができるよう取り組
んでいる。

Ａ－２－（６）　社会参加、学習支援
[Ａ１３]Ａ－２－（６）－①
　利用者の希望と意向を尊重した社会
参加や学習のための支援を行ってい
る。

a ⓑ c

施設では、法人が実施するニーズ調査の結果を踏まえて、利用
者の希望や意向にそった支援に取り組んでいる。利用者一人ひ
とりの希望を確認しつつ、地域のスポーツ大会や作品展、コン
サートなどのイベントに参加している。買い物や外泊など、日
常的な外出支援を行う際に、家族等の協力を得ることもある。
今後は、地域の文化・スポーツ等の活動情報を把握・提供し、
利用者が社会参加・学習の幅を広げることができるよう、支援
メニュー等の工夫に期待したい。

Ａ－２－（７）　地域生活への移行と地域生活の支援
[Ａ１４]Ａ－２－（７）－①
　利用者の希望と意向を尊重した地域
生活への移行や地域生活のための支援
を行っている。 a ⓑ c

施設では、身体障がい者支援を中心として運営しているが、重
度化・高齢化が進んでいるため、地域移行への考え方は示して
いない。施設では、地域の関係機関等と連携を図り、利用者が
地域と交流しつつ生活することができるよう体制を整備してい
る。

Ａ－２－（８）　家族等との連携・交流と家族支援
[Ａ１５]Ａ－２－（８）－①
　利用者の家族等との連携・交流と家
族支援を行っている。

a ⓑ c

施設では、定期的に、施設独自の広報誌である“健祥苑だよ
り”を家族等に送付し、利用者の生活状況や行事の様子などを
報告している。随時、利用者の体調や状況等について連絡した
り、家族等から相談を受けたりしている。また、本人の体調不
良や急変時等に、家族等に連絡するためのルールを整備し、文
書化している。今後は、定期的に、利用者家族等と意見交換を
行う機会を設けるとともに、ニーズ等を把握し、家族等への支
援に向けた取り組みに期待したい。
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Ａ－３　発達支援３　発達支援

Ａ－３－（１）　発達支援
[Ａ１６]Ａ－３－（１）－①
　子どもの障がいの状況や発達過程等
に応じた発達支援を行っている。

a b c

非該当

Ａ－３　発達支援４　就労支援

判断の理由・取り組み状況

Ａ－４－（１）　就労支援
[Ａ１７]Ａ－４－（１）－①
　利用者の働く力や可能性を尊重した
就労支援を行っている。

a b c

非該当

[Ａ１８]Ａ－４－（１）－②
　利用者に応じて適切な仕事内容等と
なるように取組と配慮を行っている。

a b c

非該当

[Ａ１９]Ａ－４－（１）－③
　職場開拓と就職活動の支援、定着支
援等の取組や工夫を行っている。

a b c

非該当

評価結果
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